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ごあいさつ

平素より農中信託銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。

当社は、農林中央金庫１００％出資の信託銀行として１９９５年８月の設立以来、信託業務の持つ柔軟

性を活かし、お客さまの様々なニーズに対して専門性の高いサービスの提供に努めております。

当社は、国内最大規模の機関投資家である農林中央金庫グループが国際金融市場で長年培ってきた

ノウハウ、系統金融機関としての安定的な資金力を活かし、幅広い企業・機関投資家のお客さまに資

産運用・仲介・管理サービスを提供しております。

法人のお客さまに対しては、持続的成長を支える経営・財務ニーズに対し、資産証券化、シンジケー

トローン、不動産紹介ビジネスなどのソリューションを提供しております。

お客さまのニーズに応じたオーダーメイドの柔軟な商品開発を旨とし、資金調達手法の多様化を提

案する一方で、農林中央金庫グループのネットワークを活かした市中投資ニーズへ繋げ安定的な流動

化を実現してまいります。

国際分散投資の観点では、特にクレジット・オルタナティブ分野にフォーカスし、多様化・高度化

する運用ニーズに応えることを通じて、機関投資家のお客さまの強固な運用基盤構築のお役に立って

まいります。

こうした業務に加え、個人のお客さまに遺言信託のサービスを提供しております。当社の遺言信託

代理店である JAおよび信用農業協同組合連合会を窓口に、組合員の皆様の遺言書の作成・遺産整理

のニーズにお応えしております。

これらの取組みを通じて、組合員の皆様の金融資産、土地・農地などの資産を次世代に遺すお手伝

いをすることにより、地域の金融仲介機能に貢献してまいります。

ビジネスを取り巻く環境の変化は、AI やブロックチェーンなどの革新的なテクノロジーによって、

そのスピードがますます加速しています。当社はこうした変化に対応し、お客さまの課題を先取りし

て新たな価値を提供できる信託銀行を目指してまいります。

これからもお客さまの信頼にお応えすべく、誠実にお客様本

位の業務運営に取り組んでまいりますので、格別のご支援とご

鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

２０２４年７月
代表取締役社長 豊田 悟
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業績ハイライト
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執行役員

取締役・監査役

（２０２４年７月１日現在）

役 職 氏 名 担 当

常 務 執 行 役 員 岩 井 誠 二 営 業 開 発 部 ・ 営 業 推 進 部

常 務 執 行 役 員 飯 山 研 個 人 資 産 相 談 部 ・ 業 務 部

執 行 役 員 坂 口 昌 章 業 務 部 長

（２０２４年７月１日現在）

役 職 氏 名 担 当

取 締 役 会 長 湯 田 博

代 表 取 締 役 社 長 豊 田 悟 内 部 監 査 部

専 務 取 締 役 萩 原 忠 行 企画総務部・運用部・トレーディング部

常 務 取 締 役 矢 野 善 裕 リスク統括部・コンプライアンス統括部・システム部

取 締 役（非 常 勤） 内 海 智 江

取 締 役（非 常 勤） 山 田 幸 弘

監 査 役（社 外 監 査 役） 石 原 剛 彦

監 査 役（社 外 監 査 役） 青 田 博 志

監 査 役（社外監査役・非常勤） 田 村 恵 子

The Norinchukin Trust & Banking
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組織図
（２０２４年７月１日現在）

監 査 役 会
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経 営 会 議

コンプライアンス会議

リ ス ク 管 理 会 議

信託受託・運用会議

内 部 監 査 部 内部監査

内部監査会議

リ ス ク 統 括 部
リスク管理統括、自己資本管理、引受管理、受託

審査、運用管理、事務に関する企画

コンプライアンス統括部
法務・コンプライアンス統括、顧客保護等管理、

反社会的勢力排除、苦情対応、マネロン対策

企 画 総 務 部
業務方針、総務（総括）、秘書、人事、広報、総務、

庶務、管財、決算、予算、税務、資本金等運用

営 業 推 進 部

JA信連等の系統投資家および年金基金等への営

業、受託、信託契約代理店統括、投資信託販売に

かかる営業、営業に関する顧客管理、投資信託販

売に関する管理

営 業 開 発 部

証券化スキーム全般の受託・シンジケートローン

のアレンジおよび対顧営業、不動産ノンリコース

ローン特金受託、不動産管理信託の受託、不動産

信託受益権の売買の媒介

運 用 部
国内外オルタナティブ商品（ヘッジファンド他）の

運用、J-REIT を投資対象とするファンドの運用、

不動産私募ファンド・私募REIT への投資運用

ト レ ー デ ィ ン グ 部 信託勘定のトレーディング業務

個 人 資 産 相 談 部
遺言信託・遺産整理にかかる企画・営業推進、遺

言信託代理店統括、遺言信託・遺産整理にかかる

審査および管理

シ ス テ ム 部
システム企画、開発、運営、システム運用、シス

テムリスク管理

業 務 部
信託業務および再信託の事務、投資信託販売に関

する事務、信託業務および事務受任に関する事務、

銀行業務の事務
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１９９５年 ８月１７日 農中信託銀行株式会社設立（農林中央金庫１００％出資）
９月２２日 農中信託銀行開業
９月２５日 ファンドトラストを初受託
９月２８日 金銭債権の信託を初受託
１１月 ２日 投資信託を初受託
１１月１０日 有価証券の信託（債券）を初受託

１９９７年 ６月 ２日 信託代理店業務開始
１０月 １日 特定金銭信託を初受託

１９９８年 ２月２８日 包括信託を初受託
３月１１日 土地信託を初受託
７月２７日 特定贈与信託を初受託
８月２０日 JAから有価証券の信託を初受託
８月２６日 金銭債権の流動化にかかる SPC管理業務初受託
１１月２６日 公益信託を初受託

１９９９年 ３月３１日 創業赤字を解消
７月２６日 ヘッジファンド（ファンドトラスト）の取引開始
１１月 ５日 有価証券の信託（株式）を初受託

２００１年 ２月２８日 MMF受託開始、不動産証券化にかかる SPC管理業務初受託
２００３年 ３月１４日 不動産管理信託（不動産流動化案件）を初受託

６月３０日 信託財産 １０兆円達成（１０兆１，８０１億円）
１２月 １日 投資信託の再信託開始

２００４年 ４月１９日 特定金銭信託・特定金外信託・ファンドトラストの再信託開始
２００５年 ３月 ８日 不動産私募ファンド（ファンドトラスト）を初受託

３月２３日 J-REITファンド（ファンドトラスト）を初受託
３月２８日 公益信託（森林再生基金）を受託
３月３１日 期末信託財産 １０兆円達成（１０兆７，３１５億円）
６月２４日 遺言信託業務認可取得
１０月 ３日 遺言信託業務取扱開始

２００６年 ２月２４日 将来債権（診療報酬債権）流動化案件を初受託
３月３１日 期末信託財産 １１兆円達成（１１兆４，２７１億円）

２００７年 ３月２８日 新BIS 基準（バーゼルⅡ）オペレーショナルリスク粗利益配分手法採用の承認を取得
３月３１日 期末信託財産 １３兆円達成（１３兆５，２３５億円）
９月１４日 年金信託初受託（厚生年金基金）
１２月２６日 投資運用（投資一任）業務・投資助言業務の登録完了

２００８年 ３月３１日 期末信託財産 １４兆円達成（１４兆４，５５１億円）
７月１４日 投資一任業務を初受任
１０月２４日 不動産信託受益権等売買等業務の登録
１１月２５日 不動産関連特定投資運用業の登録
１２月２６日 不動産エクイティ媒介業務を初取引

２００９年 １月２９日 指名債権譲渡の媒介業務を初取引
２月 １日 運用部を再編し、アルファ株式運用班を設置
３月２４日 シンジケートローンのアレンジメント業務を初取引

２０１０年 ３月 １日 投資助言業務を初受任
３月３０日 自己信託にかかる事務代行を開始

２０１１年 ９月２１日 不動産信託受益権媒介業務を初取引
２０１２年 ７月 １日 運用部アルファ株式運用班を再編し、企業投資部を設置

７月２５日 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社との間で業務協力関係にかかる契約締結
２０１３年 ３月３１日 期末信託財産 １５兆円達成（１５兆２，２０７億円）
２０１４年 ３月３１日 期末信託財産 １６兆円達成（１６兆１，８６９億円）

４月１８日 京都大学に２０１４年度寄附講座「企業価値創造と評価」を開講
１０月 ２日 当社助言業務の一部につき農林中央金庫と共同し農林中金バリューインベストメンツ株式会社を設立

２０１５年 １月２３日 農林中金バリューインベストメンツ株式会社の営業開始
２０１６年１０月 ３日 投資信託販売業務を開始
２０１７年 ３月３０日 投資信託販売業務を初取引

１０月１０日 当社システムを農林中央金庫が保有する電算センターに移設
２０２０年 ５月 ７日 本店を東京都千代田区内神田から同区神田錦町に移転

あゆみ
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１．農林中央金庫・グループ各社と連携した系統団体等機関投資家への運用商品の提供

農林中央金庫グループが長年培ってきた豊富な投資ノウハウと証券管理事務ノウハウを駆使し、系統団体をはじめとする

お客様にさまざまなサービスを提供いたします。

◇資産運用

「ファンドトラスト（指定金外信託）」を通して、ポートフォリオ分散・リスクリターン改善に寄与するオルタナティブ

商品をご提供するほか、お客様のポートフォリオ資産の有効活用手段として「有価証券の信託」をご提供しております。ま

た、年金基金様向けにも投資一任業務を通して、オルタナティブ運用にかかるサポートを強化しております。

◇証券管理事務

機関投資家である系統団体をはじめとしたお客様にとって、適正な証券管理のためのシステム開発投資および事務負担は

ますます増大することが予想されます。当社では、証券管理事務ノウハウを「特定金銭信託」、「特定金外信託」という商品

でご提供し、お客様の有価証券投資を管理事務面でもサポートいたしております。

また、再信託により管理事務の一部をアウトソーシングし業務の一層の効率化を進めるとともに、お客様へのサービス向

上に努めております。

２．信託機能を活用した企業等お取引先様への資金調達・資金運用の提供

◇不動産関連業務

不動産関連業務において多様な信託機能の提供を行っております。投資家の皆様に対しては私募REIT等の不動産投資商

品を提供するとともに、法人のお客様に対しては不動産売買ニーズにお応えするため、不動産信託受益権媒介業務及び不動

産ビジネスマッチング業務を実施しております。また、金融機関をはじめとしたお客様に対しては、不動産ノンリコースロー

ン等の信託財産管理サービスの提供を行っております。

◇債権流動化業務

法人のお客様の財務戦略やリスクコントロールのニーズに応えるため、「金銭債権の信託」「指定金外信託」等の形で、法

人のお客様が保有する資産を裏付けにした投資商品のアレンジメントや信託財産としての管理を行っています。

対象となる資産は、企業向け貸付債権、リース料債権、住宅ローン債権、自動車ローン債権、割賦債権等多岐に渡ってお

り、お客様の資産流動化ニーズにお応えするとともに、投資家の皆様に対しても運用商品のご提供を行ってまいります。

主要な業務の内容

６



  信託契約代理店
石川県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
金沢中央農業協同組合
金沢市農業協同組合

  信託契約代理店
長野県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
長野県信用農業協同組合連合会

  信託契約代理店
岐阜県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
岐阜県信用農業協同組合連合会
ぎふ農業協同組合

  遺言信託代理店
香川県農業協同組合

  信託契約代理店
広島県信用農業協同組合連合会

  信託契約代理店
福岡県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
福岡県信用農業協同組合連合会
福岡市東部農業協同組合
福岡市農業協同組合
筑紫農業協同組合
北九州農業協同組合

  遺言信託代理店
札幌市農業協同組合

  遺言信託代理店
山形市農業協同組合
山形農業協同組合

  信託契約代理店
埼玉県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
埼玉県信用農業協同組合連合会
さいたま農業協同組合
あさか野農業協同組合
いるま野農業協同組合
越谷市農業協同組合
南彩農業協同組合
埼玉みずほ農業協同組合
さいかつ農業協同組合
埼玉中央農業協同組合
ちちぶ農業協同組合
埼玉ひびきの農業協同組合
くまがや農業協同組合
ふかや農業協同組合
ほくさい農業協同組合

  遺言信託代理店 
安房農業協同組合
木更津市農業協同組合
君津市農業協同組合
いすみ農業協同組合
長生農業協同組合
山武郡市農業協同組合
市原市農業協同組合
千葉みらい農業協同組合
八千代市農業協同組合
成田市農業協同組合
富里市農業協同組合
西印旛農業協同組合
市川市農業協同組合
とうかつ中央農業協同組合
ちば東葛農業協同組合
ちばみどり農業協同組合

  遺言信託代理店
東京都信用農業協同組合連合会
秋川農業協同組合
世田谷目黒農業協同組合
東京あおば農業協同組合
東京中央農業協同組合
東京むさし農業協同組合
西東京農業協同組合
東京スマイル農業協同組合
東京南農業協同組合
東京みどり農業協同組合
八王子市農業協同組合
西多摩農業協同組合
町田市農業協同組合
マインズ農業協同組合
東京みらい農業協同組合

  信託契約代理店
静岡県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
静岡県信用農業協同組合連合会
富士伊豆農業協同組合
清水農業協同組合
静岡市農業協同組合
大井川農業協同組合
ハイナン農業協同組合
とぴあ浜松農業協同組合

  信託契約代理店
愛知県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
愛知県信用農業協同組合連合会
なごや農業協同組合
天白信用農業協同組合
あいち尾東農業協同組合
尾張中央農業協同組合
あいち知多農業協同組合
愛知北農業協同組合
愛知西農業協同組合
あいち海部農業協同組合
あいち中央農業協同組合
西三河農業協同組合
あいち三河農業協同組合
あいち豊田農業協同組合
愛知東農業協同組合
ひまわり農業協同組合
愛知みなみ農業協同組合
豊橋農業協同組合

  信託契約代理店
神奈川県信用農業協同組合連合会

  信託契約代理店
兵庫県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
兵庫県信用農業協同組合連合会
みのり農業協同組合
兵庫みらい農業協同組合
丹波ひかみ農業協同組合
丹波ささやま農業協同組合
兵庫西農業協同組合
相生市農業協同組合
ハリマ農業協同組合
たじま農業協同組合
淡路日の出農業協同組合
あわじ島農業協同組合
兵庫六甲農業協同組合
あかし農業協同組合
兵庫南農業協同組合
加古川市南農業協同組合

  信託契約代理店
滋賀県信用農業協同組合連合会

  遺言信託代理店
岡山市農業協同組合

  遺言信託代理店
和歌山県信用農業協同組合連合会

  遺言信託代理店
佐波伊勢崎農業協同組合

  遺言信託代理店
ふくしま未来農業協同組合
福島さくら農業協同組合

  信託契約代理店
大阪府信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
大阪府信用農業協同組合連合会
北大阪農業協同組合
高槻市農業協同組合
茨木市農業協同組合
大阪北部農業協同組合
大阪泉州農業協同組合
いずみの農業協同組合
堺市農業協同組合
大阪南農業協同組合
グリーン大阪農業協同組合
大阪中河内農業協同組合
大阪東部農業協同組合
九個荘農業協同組合
北河内農業協同組合
大阪市農業協同組合

  遺言信託代理店
三重県信用農業協同組合連合会
三重北農業協同組合
鈴鹿農業協同組合
津安芸農業協同組合
みえなか農業協同組合
多気郡農業協同組合
伊勢農業協同組合
伊賀ふるさと農業協同組合

  遺言信託代理店
下野農業協同組合
足利市農業協同組合

  信託契約代理店
新潟県信用農業協同組合連合会
  遺言信託代理店
新潟市農業協同組合

３．系統内代理店業務等を通じた JA組合員の皆様方等への信託機能の提供

高齢化の進展と金融資産の蓄積、さらにライフスタイルの多様化等に伴い、個人のお客様の資産運用・管理にかかるニー

ズは、一層強くなってきております。

２００５年１０月より開始いたしました遺言信託・遺産整理業務につきましては、２０２４年７月１日現在、全国で１２９の JA、信

用農業協同組合連合会（信農連）が遺言信託代理店として、組合員の皆様方等のニーズにお応えしております。遺言信託・

遺産整理にかかるご要望・ご相談は、以下の遺言信託代理店において承っております。

また、当社では JAや信農連と連携しながら、「土地信託」、「特定贈与信託」、「公益信託」という信託機能の提供により、

組合員の皆様方等へのご要望にお応えしております。

２０２４年７月１日現在、全国１３府県の信農連が当社信託契約代理店となっており、信託業務にかかるご要望・ご相談はお

近くの信託契約代理店においても承っております。
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１．内部統制システム

当社では、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、以

下のような内部管理態勢により、経営活動全般にわたって実

効性ある不断の内部統制の高度化を図っております。

経営会議
経営の基本計画・予算・その他重要な業務執行について、

全社的な立場から協議を行っております。

コンプライアンス会議
コンプライアンス統括部門担当役員を長とするコンプライ

アンス会議を設置し、コンプライアンス態勢全般にかかる企

画・推進・進捗管理に関する協議・検討を行っております。

リスク管理会議
リスク管理統括部門担当役員を長とするリスク管理会議を

設置し、業務運営上の諸リスクへの対応等について、協議・

検討を行っております。

内部監査
業務ラインから独立した部門の内部監査部が「内部監査計

画」に基づき、当社の業務運営全般にわたる内部監査を実施

し、適正な業務運営の遂行に資するよう努めております。

２．リスク管理態勢

昨今の金融市場の急速な変化や金融技術の高度化などによ

り、金融機関のビジネスチャンスが拡大する一方で、金融機

関の抱えるリスクは一段と複雑化し、多様化しています。お

客様の多様化・高度化するニーズに的確にお応えしつつ、経

営の健全性を維持していくために、当社は、リスク管理を適

切に行うことを経営の最重要課題の一つと位置づけ、不断の

態勢充実を図っております。

リスク管理の基本方針
当社は、取締役会において、リスク管理の基本方針として

「リスクマネジメント基本方針」を定めておりますが、特に

受益者保護・受託者責任の立場から、「信託業務管理方針」に

より信託財産の運用管理等、信託業務を適切に管理し、信託

財産等の収益の確保を図っていくことを基本としております。

また、市場、信用およびオペレーショナル・リスクを資本

でカバーすべきリスクと認識し、これらのリスクを総体的に

把握し、資本と比較して管理する統合的リスク管理を行って

います。

リスク管理の組織体制
リスク管理に関する統括部署としてリスク統括部を設置し

ております。また、「リスクマネジメント基本方針」および

年度の「リスク管理計画」は、リスク管理会議で協議し、取

締役会において決定しております。さらに内部監査部は、定

期的にリスク管理の状況を監査し、必要に応じ改善を指導・

助言しております。

リスクの種類とその対応

リスクの種類 内容 具体的な管理方法

信用リスク
信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフバランス資産を含む）の

価値が減少ないし消失し、当社が損失を被るリスク

＊銀行勘定の与信限度枠の設定・モニタリング

＊債権流動化商品の信用リスクのモニタリング

＊有価証券信託の限度枠のモニタリング

市場リスク
金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、資産・

負債（オフバランスを含む）の価値が変動し損失を被るリスク、および、資

産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスク

＊銀行勘定の有価証券の評価損益、VaR・BPV等のリスク指標のモニタリング

＊ファンドトラストにおける受託財産時価、発注事務等のモニタリング

流動性リスク

運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確

保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なく

されることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）および市場の混乱等

により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格で

の取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）

＊資金運用・調達額、期間ギャップのモニタリング

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク

事務リスク 業務の過程または役職員の活動が不適切であることにより損失が発生するリスク
＊事務手続の整備、月次の自主点検

＊組織の分離・相互牽制チェック体制に基づく業務処理

システムリスク
コンピュータシステムのダウン、誤作動、システム不備、コンピュータが不

正に使用されること、または情報システムの開発プロジェクトの不適切な運

営等により、当社が損失を被るリスク

＊システム障害・災害時緊急対応計画の策定

＊システム更改時のインシデント発生時および定期的に実施しているシス

テムリスク分析を踏まえたリスク低減策の実施

＊サイバー攻撃等外部からの脅威に対するセキュリティ強化策の実施

＊職員へのセキュリティ教育・指導

法務リスク
経営判断や個別業務の執行において、法令違反や不適切な契約締結等に起因

し、当社に損失が発生したり、取引上のトラブルが発生するリスク

＊弁護士等社外専門家との適切な連携

＊各種法令等の遵守・規定等の策定

情報漏洩等リスク セキュリティポリシーが遵守されずに、情報が漏洩することに伴うリスク
＊電子メールの外部送信制限、記憶媒体の利用制限、印刷物のログ取得等

を通じ、情報の持出を管理

その他リスク
労務慣行の問題や職場の安全衛生環境の問題に起因して損失を被るリスク

（人的リスク）、自然災害等による大規模な被災や障害の発生に伴い、業務継

続が困難となるリスク（業務継続リスク）等

＊人的リスク管理要領に基づく管理体系の整備

＊災害対策手続に沿った事後対応の徹底

リスク管理態勢およびコンプライアンス（法令等遵守）の態勢
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信用・市場・流動性リスクの管理
信用・市場・流動性リスクについては、リスクを引き受け

ることが収益の源泉となるため、許容しうる一定のリスク量
のもとで、いかにリスクを適切にマネジメントして収益を極
大化させるかが、リスク管理の最大の眼目になります。
当社では、国債等をVaR（Value at Risk）等によりリス

ク量の測定・把握を行い、リスクの総量が適切かどうかを確
認するなど、リスク計量化とリスク管理態勢のさらなる高度
化を推進しております。

オペレーショナル・リスクの管理
当社では、オペレーショナル・リスクを、市場リスク、信

用リスク、流動性リスク以外の受動的に発生するリスク（具
体的には、事務リスク、法務リスク、システムリスク等）と
位置づけし、管理しております。
これらのリスクについては、信託事務などの適切な遂行を

行う過程で、いかにしてリスクを極小化し、お客様からの信
頼を維持していくかが、リスク管理の最大の眼目になります。
このため当社では、RCSA（Risk & Control Self-Assessment）
を「RCSA実施要領」に基づき実施し、潜在的なリスクの管
理・削減および顕在化した損失情報の収集・分析に全社的に
取組む等、有効かつ効率的なリスク管理態勢の構築に積極的
に取組んでおります。

リスクモニタリング
リスク統括部において、様々なリスクに関するモニタリン

グを実施しております。また、モニタリング結果については、
リスク管理会議（銀行業務）・信託・受託運用会議（信託業
務）に報告するなど、適正な管理を実施しております。

３．コンプライアンス（法令等遵守）態勢
当社は、社会的責任と公共的使命を果たし、社会からの一

層の揺るぎない信頼を確保していくためにも、法令等を厳格
に遵守することはもとより、たとえ法令等に抵触しない場合
でも、確固たる倫理観と誠実さに基づいて社会的規範に照ら
し公正な行動をとることが必要不可欠と考えております。

コンプライアンス態勢
当社では、コンプライアンスに関する統括部署としてコン

プライアンス統括部を設置しております。また、コンプライア
ンスにかかる基本方針および遵守基準であるコンプライアン
ス・マニュアルを取締役会の決議により制定しております。
また、当社ではコンプライアンス態勢の整備や、その推進・

教育研修活動などの実施計画を「コンプライアンス・プログ
ラム」として年度ごとに策定し、その進捗を管理しながら実
行することにより、役職員の遵守すべき事項の周知徹底、コ
ンプライアンス・マインドの醸成に努めるなど、コンプライ
アンス態勢の一層の充実をはかっております。

コンプライアンスへの取組み
当社では、定期的なコンプライアンス研修等により、役職

員の遵守すべき事項の周知徹底、コンプライアンス・マイン
ドの醸成に努めるなど、コンプライアンスへの不断の取組み
を行っております。
また、コンプライアンス統括部を中心に、弁護士等社外専

門家とも連携を図りながら、コンプライアンス態勢の一層の
強化に取組んでおります。

内部通報制度
当社では、すべての役職員を対象とした制度として「コン

プライアンス・ホットライン」を設置しております。公益通
報者保護法の趣旨も踏まえ、通報者が通報を行ったことを理
由として不利益な取扱いを一切受けないこと等をルール化す
るとともに、社外の通報受付窓口を通じた通報を可能にする
など、実効性ある体制構築に努めております。

個人情報保護宣言
当社では、「個人情報保護宣言」を定め、関係諸法令を遵

守するほか、この個人情報保護宣言に基づき個人情報の保護
に努めております。
（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/about/governance.html）

マネー・ローンダリング等の防止対策
当社では、「マネー・ローンダリング等防止方針」を定め、

国際的に連携した取組みが求められているマネー・ローンダ
リング等防止態勢の強化に努めています。

反社会的勢力との取引排除について
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に

対して毅然とした態度で対応し、関係遮断を徹底します。そ
のために、「組織としての対応」「外部専門機関との連携」「取
引を含めた一切の関係遮断」「有事における民事と刑事の法
的対応」「裏取引や資金提供の禁止」の基本原則に沿って対
応いたします。
（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/about/governance.html）

利益相反管理態勢の運営
当社は、農林中央金庫グループの一員として、お客様の利

益保護の観点から、「利益相反管理に関する基本方針」を策
定、公表し、この基本方針に基づいて、お客様の利益を不当
に害することがないよう、また、お客様本位の業務運営の実
現に向けて、利益相反取引のおそれのある取引の管理を行い、
適切な業務の運営を行ってまいります。
（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/about/governance.html）

金融円滑化管理態勢の運営
当社は、金融機関の持つ社会的責任、公共的使命の重みを

常に認識し、信託業務における受託者として金融仲介機能を
適切に果たすことが、お客様および経済の健全な発展、個人
生活の充実等に資するものになるとの考えに基づき、金融円
滑化に取り組んでまいります。
（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/about/governance.html）

当社のコンプライアンス体制

取締役会

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
マ
ニ
ュ
ア
ル

コンプライアンス会議 コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

コンプライアンス統括部門
（コンプライアンス統括部）

各業務執行部門
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中小企業の経営の改善および地域の活性化のための取組みの状況

中小企業者等からの貸出等の相談・申込みに対しては、信託銀行として受益者の意向も踏まえつつ誠実かつ丁寧に対応す

ることとしております。

また、地域の活性化のための取組みとして公益信託による社会貢献があります。公益信託とは、お客様が公益（公共の利

益）を目的として財産を信託し、信託銀行等がその財産を管理運用して公益目的を実現するものです。公益信託の目的には、

自然環境保全、文化財の保護、教育、社会福祉事業、慈善活動などがありますが、信託銀行はこれらの公益信託の受託を通

じて、社会に貢献しております。

当社では、「JAバンク新潟県信連創立５０周年記念ホームヘルパー支援基金」「JA・静岡県信連 民俗芸能振興基金」など、

地域の福祉・文化財保護などを支援することを目的として、各地域の JAグループの皆様方から様々な公益信託を受託して

います。

なかでも２００５年３月に農林中央金庫から受託した森林再生基金（通称：FRONT８０）にかかる公益信託は、荒廃した国内

の森林を再生する事業や活動に対して助成することを目的とした、他に例のないユニークなものです。２０１４年５月には、荒

廃した民有林の再生や森林の多面的機能の持続的な発揮を目的として、農林中央金庫が「FRONT８０」の後継基金として創

設した「公益信託 農林中金森林再生基金（通称：農中森力（もりぢから）基金）」を受託いたしました。本基金では、森

林施業の今日的課題の一つである「施業集約化」や「搬出間伐等」の取組みを更に加速化させるため、荒廃林の再生事業の

中でも、特に地域の模範となり高い波及効果が見込まれる事業や、先進性のある事業に重点的に助成を実施し、地域の中核

を担う林業事業体（非営利の法人）の事業実施態勢整備のサポートを行っており、２０２４年６月よりは、さらに従来の森林整

備に加え、森林の空間利用や生物多様性保全に関する事業も主体的に助成できるよう拡充しています。

農林中央金庫グループならではのこの取組みにより、国土の保全や水源の涵養などの機能を持ち、また農林水産業の持続

的な発展にも欠かすことのできない森林資源の保全に、少しでもお役に立つことができるよう努めてまいります。

（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/csr/）
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当社が契約している指定紛争解決機関

２０１０年１０月１日より金融ADR制度（金融分野における裁判外紛争解決制度）が導入され、金融機関との間に苦情・紛

争処理を必要とする事案が発生し、その解決がなかなか進まない場合の解決手段のひとつとして、同制度をご利用いただけ

るようになりました。銀行業務および信託業務につきましては、当社は金融ADR制度に基づき設置された下記の「指定紛

争解決機関」に加盟しております。

当社が契約している指定紛争解決機関

当社が取り扱う投資一任業務や投資助言業務などの登録金融機関業務につきましては、現在のところ金融ADR制度上の

「指定紛争解決機関」は設置されておりません。しかし、その代替措置として、一般社団法人 全国銀行協会、もしくは下

記の通り、当社が加入する日本証券業協会および一般社団法人 日本投資顧問業協会から委託を受けた特定非営利活動法

人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）を利用いただくこともできます。

（参照URL https : //www.nochutb.co.jp/consult/index.html）

根拠とする法令 銀行法 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

当社が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会 一般社団法人 信託協会

対象業務 銀行業務
金銭信託、信託受益権、遺言信託などの信
託商品に係わる業務

連絡先

全国銀行協会相談室

０５７０―０１７１０９

０３―５２５２―３７７２

信託相談所

０１２０―８１７―３３５

０３―６２０６―３９８８

名称
特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

相談窓口の名称

証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）

０１２０―６４―５００５

（FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。）
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データ編

２０２３年度は、コロナ禍からの経済活動正常化が進み、物

価高の影響を受けつつも国内経済は堅調に推移いたしまし

た。一方で、世界経済においては、世界的な金融引き締め

に伴う経済の減速懸念等、先行きは不透明な状況となって

います。

このような業務環境の中、２０１９年度～２０２３年度の５年間

を対象として策定した中期経営計画の最終年として、「チャ

レンジと変革」をテーマに、目指す姿として設定している

「JAグループの信託銀行として、お客様のニーズに適切に

対応するとともに当社の収益力強化も図られていること」の

実現に向け、次の３点のビジネス上の事業戦略に沿った施

策を展開しました。

①農林中央金庫が機関投資家として長年培ってきたクレ

ジット・オルタナティブ分野の運用ノウハウ等を活用した

お客様のニーズに見合った各種商品の組成・提供

②シンジケートローンや債権流動化および不動産ビジネ

スマッチングなどお客様のニーズに応えたソリューション

の提供

③遺言信託における代理店の相続相談サービス強化

「農林中央金庫が機関投資家として長年培ってきたクレ

ジット・オルタナティブ分野の運用ノウハウ等を活用した

お客様のニーズに見合った各種商品の組成・提供」につき

ましては、クレジット商品に加え、オルタナティブ資産の

ファンドラインナップの拡充を軸にした新規商品化に取り

組みました。

「シンジケートローンや債権流動化および不動産ビジネ

スマッチングなどお客様のニーズに応えたソリューション

の提供」につきましては、久方振りに「金利のある世界」を

迎えつつある情勢下でのお客様の多様な資産運用・資金調

達に対応する商品やサービス提供に取り組んだ他、農林中

央金庫お取引先様のニーズに対応した不動産ビジネスマッ

チングに努めました。

「遺言信託における代理店の相続相談サービス強化」に

つきましては、JAバンクの利用者向けに、JAとの代理店

契約のもと遺言信託のサービス提供に取り組んだ他、トレー

ニーの受入等を通じた代理店の取組み強化にも努めました。

また、これらの事業戦略に対応するため、信託財産の運

用を支える業務プロセスの改善・効率化やシステム改良に

取り組んでおります。

これらの施策を展開した結果、２０２３年度の業績は次のと

おりとなりました。

信託財産につきましては、有価証券の信託が前期末比１

兆１２８億円増の８兆２，９２０億円、金銭信託以外の金銭の信

託が同３，９２７億円増の３兆８，８０１億円、金銭債権の信託が

同５，４２９億円増の３兆２，３３８億円、特定金銭信託が同９３８

億円増の１，１６１億円、投資信託が同９８４億円減の９，１４３億

円となったことなどから、２０２３年度末残高は前期末比１兆

９，３４７億円増の１６兆４，５４５億円となりました。

損益につきましては、信託報酬が前期比４４０百万円増の

６，１８０百万円、役務取引等収益が同１１５百万円増の１，６５１百

万円、資金運用収益が同１７７百万円減の２７１百万円となり、

経常収益は同３７９百万円増の８，１０３百万円となりました。一

方、経常費用は同１１２百万円増の４，５２８百万円となった結

果、経常利益は同２６７百万円増の３，５７５百万円、当期純利

益は同１２７百万円増の２，５４３百万円となりました。

２０２４年３月末現在、遺言信託代理店については１３０の

JA・信農連、信託契約代理店については、１３の信農連が参

加しております。

当社が信託銀行としての競争力を維持・強化しお客様と

共に着実な成長を遂げるため、持続的な社会の実現への貢

献を意識しつつ提供する商品の投資対象地域や対象資産の

範囲を拡充することや、お客様の利益に真に適う付加価値

ある信託機能を発揮すること、また相続・遺言関連業務を

通じて JA系統組合員顧客との長期的な信頼関係を構築して

いくことが必要であると認識しております。

これらとともに、森林再生等を目的とした公益信託を通

じて系統の社会貢献活動を支援してまいります。

さらに、信託銀行としての社会的責任と公共的使命を果

たすべく、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律、金融商品取引法等をはじめとする関連諸法令や顧客

本位の業務運営などの社会規範を的確に踏まえたコンプラ

イアンス態勢、内部統制、内部管理態勢の一層の高度化を

図ってまいります。

業績の概要
事業の概況

対処すべき課題
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主要な経営指標の推移

（単位：百万円）

２０２０年３月期 ２０２１年３月期 ２０２２年３月期 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

経 常 収 益 ５，６１０ ６，１５６ ７，６６７ ７，７２４ ８，１０３

経 常 利 益 １，５４９ １，８０６ ３，４０３ ３，３０８ ３，５７５

当 期 純 利 益 １，１０６ １，２７５ ２，３３６ ２，４１５ ２，５４３

資 本 金 ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００ ２０，０００

（ 発 行 済 株 式 総 数 ） ４００千株 ４００千株 ４００千株 ４００千株 ４００千株

純 資 産 額 ３６，４４２ ３４，６２９ ３５，６８７ ３１，２６４ ３０，０６７

総 資 産 額 ５４，１７８ ４７，７０８ ４３，０６９ ３９，００８ ３８，４３８

預 金 残 高 － － － － －

貸 出 金 残 高 － － － － －

有 価 証 券 残 高 ２３，２９４ ２３，３１９ １８，８１１ １３，２０２ １０，９７１

単体自己資本比率（国内基準） １４８．５６％ １３９．１６％ １６２．８８％ １８８．３３％ １９５．４１％

配 当 性 向 ２８０．７４％ ９９．９４％ ２９２．５５％ １５４．０２％ －％

従 業 員 数 １４０人 １５１人 １５２人 １５２人 １５３人

信 託 報 酬 ４，４１６ ４，９９２ ５，２３５ ５，７３９ ６，１８０

信 託 財 産 額 １３，３６２，５３０ １３，５３１，６３７ １４，５８５，０３３ １４，５１９，７５７ １６，４５４，５４８

信 託 勘 定 貸 出 金 残 高 ２３４，６７６ ２４７，０４５ ５１３，２８０ ６２６，６８５ ６７０，５８８

信 託 勘 定 有 価 証 券 残 高 ５９，２８３ ４１，７６０ ２０５，８２９ １９５，１４５ １７０，５０６

信託勘定電子決済手段残高及び
履行保証電子決済手段残高

－ － － － －

信託勘定暗号資産残高及び
履 行 保 証 暗 号 資 産 残 高

－ － － － －

信 託 勘 定 電 子 記 録 移 転
有価証券表示権利等残高

－ － － －

（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第１４条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本

の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第１９号）」に基づき算出しております。

２０２０年３月期にあたっては剰余金処分として３，１０６百万円の配当を行っております。

２０２１年３月期にあたっては剰余金処分として１，２７５百万円の配当を行っております。

２０２２年３月期にあたっては剰余金処分として６，８３６百万円の配当を行っております。

２０２３年３月期にあたっては剰余金処分として３，７２１百万円の配当を行っております。

２０２４年３月期にあたっては無配当としております。
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財務諸表
貸借対照表

（単位：百万円）

科 目 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

（ 負 債 の 部 ）

信 託 勘 定 借 ５，６９９ ６，２４２

そ の 他 負 債 １，３５２ １，４３５

未 払 法 人 税 等 ６６３ ６７０

未 払 費 用 ４２７ ５５４

前 受 収 益 １２ ４

リ ー ス 債 務 ２０ ７

そ の 他 負 債 ２２７ １９７

賞 与 引 当 金 ２２１ ２３０

退 職 給 付 引 当 金 ３９０ ３９７

役員退職慰労引当金 ７９ ６５

負 債 の 部 合 計 ７，７４３ ８，３７０

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 ２０，０００ ２０，０００

利 益 剰 余 金 １１，２７１ １０，０９４

利 益 準 備 金 ３，３０６ ４，０５０

その他利益剰余金 ７，９６５ ６，０４３

繰越利益剰余金 ７，９６５ ６，０４３

株 主 資 本 合 計 ３１，２７１ ３０，０９４

その他有価証券評価差額金 △６ △２６

評価・換算差額等合計 △６ △２６

純 資 産 の 部 合 計 ３１，２６４ ３０，０６７

負債及び純資産の部合計 ３９，００８ ３８，４３８

科 目 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

（ 資 産 の 部 ）

現 金 預 け 金 ２０，１８２ ２０，９５５

預 け 金 ２０，１８２ ２０，９５５

金 銭 の 信 託 １ １

有 価 証 券 １３，２０２ １０，９７１

国 債 ４，８９８ ６，８６７

地 方 債 ６，８００ ２，５９９

株 式 １，４２２ １，４２２

そ の 他 の 証 券 ８１ ８２

そ の 他 資 産 ２，７２４ ３，１４０

前 払 費 用 ８４ ９４

未 収 収 益 ２，４０２ ２，８０１

そ の 他 の 資 産 ２３６ ２４４

有 形 固 定 資 産 ３２８ ２８９

建 物 １７６ １７１

リ ー ス 資 産 １９ ６

建 設 仮 勘 定 １ １

その他の有形固定資産 １３２ １０９

無 形 固 定 資 産 ２，２４９ ２，７４５

ソ フ ト ウ ェ ア ９０８ ８９３

ソフトウェア仮勘定 １，３３６ １，８４８

その他の無形固定資産 ３ ３

繰 延 税 金 資 産 ３１８ ３３５

資 産 の 部 合 計 ３９，００８ ３８，４３８
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損益計算書

（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

経 常 収 益 ７，７２４ ８，１０３

信 託 報 酬 ５，７３９ ６，１８０

資 金 運 用 収 益 ４４８ ２７１

有 価 証 券 利 息 配 当 金 ４３７ ２５８

預 け 金 利 息 １１ １２

役 務 取 引 等 収 益 １，５３６ １，６５１

そ の 他 の 役 務 収 益 １，５３６ １，６５１

そ の 他 経 常 収 益 ０ ０

金 銭 の 信 託 運 用 益 ０ ０

そ の 他 の 経 常 収 益 ０ ０

経 常 費 用 ４，４１６ ４，５２８

資 金 調 達 費 用 ０ ０

借 用 金 利 息 ０ ０

そ の 他 の 支 払 利 息 ０ ０

役 務 取 引 等 費 用 ３６０ ４３７

支 払 為 替 手 数 料 ３ ３

そ の 他 の 役 務 費 用 ３５６ ４３４

営 業 経 費 ４，０５５ ４，０８９

そ の 他 経 常 費 用 ０ ０

そ の 他 の 経 常 費 用 ０ ０

経 常 利 益 ３，３０８ ３，５７５

特 別 損 失 ０ １

固 定 資 産 処 分 損 ０ １

税 引 前 当 期 純 利 益 ３，３０７ ３，５７４

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 ９０５ １，０３８

法 人 税 等 調 整 額 △１３ △７

法 人 税 等 合 計 ８９１ １，０３０

当 期 純 利 益 ２，４１５ ２，５４３
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株主資本等変動計算書

２０２４年３月期
（単位：百万円）

株 主 資 本

純資産
合計資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計

その他
有価証券

評価・
換算差額利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 ２０，０００ ３，３０６ ７，９６５ １１，２７１ ３１，２７１ △６ △６ ３１，２６４

当 期 変 動 額

剰余金の配当 ７４４ △４，４６５ △３，７２１ △３，７２１ △３，７２１

当 期 純 利 益 ２，５４３ ２，５４３ ２，５４３ ２，５４３

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△１９ △１９ △１９

当期変動額合計 ７４４ △１，９２１ △１，１７７ △１，１７７ △１９ △１９ △１，１９７

当 期 末 残 高 ２０，０００ ４，０５０ ６，０４３ １０，０９４ ３０，０９４ △２６ △２６ ３０，０６７

２０２３年３月期
（単位：百万円）

株 主 資 本

純資産
合計資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計

その他
有価証券

評価・
換算差額利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 ２０，０００ １，９３８ １３，７５３ １５，６９２ ３５，６９２ △５ △５ ３５，６８７

当 期 変 動 額

剰余金の配当 １，３６７ △８，２０４ △６，８３６ △６，８３６ △６，８３６

当 期 純 利 益 ２，４１５ ２，４１５ ２，４１５ ２，４１５

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△１ △１ △１

当期変動額合計 １，３６７ △５，７８８ △４，４２１ △４，４２１ △１ △１ △４，４２２

当 期 末 残 高 ２０，０００ ３，３０６ ７，９６５ １１，２７１ ３１，２７１ △６ △６ ３１，２６４
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（２０２４年３月期）

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

１．有価証券の評価基準および評価方法

有価証券の評価は、子会社・子法人等株式および関連法人等株式につい

ては移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原

価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等につい

ては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により

処理しております。

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産のうち、建物および２０１６年４月１日以後に取得した建物

附属設備については定額法、その他は定率法を採用しております。また、

主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ８年～５０年

その他 ５年～１５年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における利用可能期間（主として５年）に基

づいて償却しております。

（３）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリー

ス資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。

３．引当金の計上基準

（１）賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する

賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

（２）退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける要支給額に相当する額を計上しております。

（３）役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員（執行役員を含む。以下同じ）への退職慰

労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、

当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

４．収益の計上方法

当社は顧客より受託した信託財産を管理・運用する義務があります。信

託報酬は、一定の期間にわたり履行義務を充足し、収益を認識しています。

５．消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。た

だし、資産にかかる控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上してお

ります。

注記事項

（貸借対照表関係）

１．日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保として有価証券８，３６７

百万円を差し入れております。また、その他の資産のうち保証金は２２８百

万円であります。

２．有形固定資産の減価償却累計額 ３３３百万円

３．関係会社に対する金銭債権総額 ３，７６８百万円

４．関係会社に対する金銭債務総額 ０百万円

（損益計算書関係）

１．関係会社との取引による収益

信託報酬 １，６２８百万円

その他の取引にかかる収益総額 ８３百万円

関係会社との取引による費用

役務取引等にかかる費用総額 ２７百万円

その他の取引にかかる費用総額 ２２百万円

２．関連当事者との取引

（１）親会社および法人主要株主等

（単位：百万円）

種類
会社等の
名称

議決権の
所有（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
（注１）

取引金額
（注２）

科目
期末残高
（注２）

親会社
農林中央
金庫

被所有
１００％

信託取引の
受託等

信託報酬
受領

１，６２８
未収
収益

２６６

（注１）関連当事者との価格その他の取引条件については、一般取引条件を勘

案し決定しております。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を

含めております。

（２）兄弟会社等

（単位：百万円）

種類
会社等の
名称

議決権の
所有（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
（注１）

取引
金額
（注２）

科目
期末残高
（注２）

同一の
親会社
を持つ
会社

農林中金全
共連アセッ
トマネジメ
ント株式会

社

－
投資助言取
引の委任等

投資助言報
酬支払

１５３
未払
費用

１６８

（注１）一般取引条件を勘案し決定しております。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を

含めております。

（株主資本等変動計算書関係）

１．発行済株式の種類および総数に関する事項

（単位：千株）

当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度
末株式数

摘 要

発行済株式

普通株式 ４００ － － ４００

合計 ４００ － － ４００

２．配当に関する事項

当事業年度中の配当金支払額

（決議）
株式の
種類

配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日
効力
発生日

２０２３年
６月２６日
定時株主総会

普通株式 ３，７２１百万円 ９，３０３円００銭
２０２３年
３月３１日

２０２３年
６月２７日

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は信託主業の金融機関であり、貸出業務ならびに資金調達を実施し

ておりません。運用面については自己資本勘定ならびに信託勘定借のみで

あり、保有する有価証券は国債、地方債が中心となっております。その他

は日本銀行への預け金が主たるものとなっており、デリバティブ取引や外

貨建ての取引は行っておりません。
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（２）金融商品の内容およびそのリスク

当社の金融資産は、資本金運用としての国債・地方債等の有価証券およ

び預け金が中心となっており、有価証券については、主として「その他有

価証券」として保有しております。これらには、発行体の信用リスク、金

利の変動リスク、市場価格の変動リスクや流動性リスクがあります。また、

金融負債として信託勘定の余資運用を行っている信託勘定借があります。

（３）金融商品にかかるリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社は「リスクマネジメント基本方針」のもと、信用リスクにかかる管

理諸規定に従い、リスク統括部が、信用リスクの特性を考慮し評価および

モニタリングを行い、リスク管理会議でその結果を報告しております。具

体的には、（a）与信先の信用格付、（b）シーリングの設定・管理、（c）リ

スクキャピタルの使用状況のモニタリング等を実施しております。

②市場リスクの管理

（�）市場リスクの管理
当社は「リスクマネジメント基本方針」のもと、市場リスクにかかる管

理諸規定に従い、リスク統括部がポートフォリオの状況等に関する分析・

モニタリング・報告を行っております。市場ポートフォリオのリスクテイ

クの上限は、エコノミックキャピタル管理および規制資本管理によって規

制されており、エコノミックキャピタル配賦枠超過時や規制資本管理上の

チェックポイント到達時においては、リスク管理会議における対応方針の

協議を経て、その対応策が取締役会で決定されることとなっております。

（�）市場リスクにかかる定量的情報
当社において主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる

金融商品は、国債・地方債です。これらの金融資産に関するVaRの算定

にあたっては、ヒストリカル・シミュレーション法（保有期間２４０日、信

頼区間９９．５％、観測期間７５０営業日）を採用しております。２０２４年３月

３１日現在、当社が保有する国債および地方債の市場リスク量（損失額の

推定値）は、全体で１５４百万円であります。なお、VaRは過去の相場変

動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測し

ており、市場環境が非常に大きく変化する状況下（いわゆるテールリスク）

を想定して、ストレステストによる安全性分析を行っております。

③資金調達にかかる流動性リスクの管理

当社は資金調達をおこなっておらず、流動性リスクは限定的であります

が、リスク統括部が流動性リスクのコントロール部署として、担保余力の

把握等の日常的な資金繰り管理を主体としつつ、「流動性逼迫区分」の切

り替えや、流動性限度額規制の導入等を実施しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

２０２４年３月３１日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額

は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含

めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、金銭の信託および信

託勘定借は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注

記を省略しております。

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額

時 価 差 額

有価証券 ９，５４９ ９，５４９ －

その他有価証券 ９，５４９ ９，５４９ －

資 産 計 ９，５４９ ９，５４９ －

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融

商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区 分 貸借対照表計上額

関連法人等株式

非上場株式（＊） ２４０

その他有価証券

非上場株式（＊） １，１８２

合 計 １，４２２

（＊）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企

業会計基準適用指針第１９号２０２０年３月３１日）第５項に基づき、時価開

示の対象とはしておりません。

（注２）満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

１年以内
１年超
３年以内

３年超
５年以内

５年超
７年以内

７年超
１０年以内

１０年超

有価証券（＊１） ２，６００ － ６，９００ ８２ － －

その他有価証券のうち
満期があるもの

２，６００ － ６，９００ ８２ － －

合 計 ２，６００ － ６，９００ ８２ － －

（＊１）「有価証券」のうち債券については元本金額、その他は帳簿価額を償還

予定額として開示しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および

重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な

市場において形成される当該時価の算定の対象となる資

産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算

定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算

定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合に

は、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定にお

ける優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品（２０２４年３月３１日現在）

（単位：百万円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

有価証券

その他有価証券

債券

国債 ６，８６７ － － ６，８６７

地方債 － ２，５９９ － ２，５９９

その他

投資信託 － ８２ － ８２

資 産 計 ６，８６７ ２，６８２ － ９，５４９
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（注１）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

資 産

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるも

のはレベル１の時価に分類しており、国債が含まれます。

地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は

市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、

その時価をレベル２の時価に分類しております。

また、投資信託については基準価額での解約・売却などの取引可能性を踏ま

えてレベル分類を行っております。

（有価証券関係）

有価証券関係については２２ページ「有価証券の時価等情報－２０２４年３月期」

のとおりであります。

（金銭の信託関係）

金銭の信託関係については２３ページ「金銭の信託の時価等情報－２０２４年３

月期」のとおりであります。

（税効果会計関係）

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以

下のとおりであります。

繰延税金資産

賞与引当金 ７０百万円

退職給付引当金 １２１

未払事業税 ４７

減価償却損金算入限度超過額 ４５

役員退職慰労引当金 ２０

その他 ２９

繰延税金資産合計 ３３５

繰延税金資産の純額 ３３５百万円

（収益認識関係）

（単位：百万円）

区 分 損益計算書計上額

経常収益 ８，１０３

うち信託報酬 ６，１８０

うち役務取引等収益 １，６５１

投資顧問業務 ７１４

信託関連業務 １９３

証券関連業務 ５０

その他の役務収益 ６９２

うち資金運用収益（＊） ２７１

うちその他経常収益 ０

（＊）企業会計基準第２９号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益です。

（１株当たり情報）

１株当たりの純資産額 ７５，１６９円０３銭

１株当たりの純利益金額 ６，３５９円３１銭

会計監査人の監査の有無

貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書については、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人

の監査を受け、会社の財産並びに損益の状況を適正に表示していると認める旨の監査報告書を受領しております。

財務諸表の適正性および作成に係る内部監査の有効性についての確認

私は、当社の２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２９期事業年度にかかる財務諸表について、すべての重要な点において、適正に表

示されていることを確認いたしました。なお、内部監査部署にて、内部管理態勢の適切性と有効性の検証・評価を定期的に実施し、重要な事項は

取締役会等へ報告する体制により、財務諸表の適正性の確保を図っております。

２０２４年７月２５日 代表取締役社長 豊田 悟

The Norinchukin Trust & Banking
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（単位：百万円）

項 目
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

全社計 国内業務 国際業務 全社計 国内業務 国際業務

信 託 報 酬 ５，７３９ ５，７３９ － ６，１８０ ６，１８０ －

資 金 運 用 収 支 ４４８ ４４８ － ２７０ ２７０ －

資 金 運 用 収 益 ４４８ ４４８ － ２７１ ２７１ －

資 金 調 達 費 用 ０ ０ － ０ ０ －

役 務 取 引 等 収 支 １，１７５ ９２６ ２４９ １，２１３ ８７２ ３４０

役 務 取 引 等 収 益 １，５３６ １，２８６ ２５０ １，６５１ １，３１０ ３４１

役 務 取 引 等 費 用 ３６０ ３５９ ０ ４３７ ４３７ ０

そ の 他 業 務 収 支 － － － － － －

そ の 他 業 務 収 益 － － － － － －

そ の 他 業 務 費 用 － － － － － －

業 務 粗 利 益 ７，３６３ ７，１１３ ２４９ ７，６６４ ７，３２４ ３４０

業 務 粗 利 益 率 ２２．９８％ ２２．２０％ － ２６．８９％ ２５．６９％ －

業 務 純 益 ３，３２８ ３，０７８ ２４９ ３，５９７ ３，２５６ ３４０

実 質 業 務 純 益 ３，３２８ ３，０７８ ２４９ ３，５９７ ３，２５６ ３４０

コ ア 業 務 純 益 ３，３２８ ３，０７８ ２４９ ３，５９７ ３，２５６ ３４０

コ ア 業 務 純 益
（投資信託解約損益を除く） ３，３２８ ３，０７８ ２４９ ３，５９７ ３，２５６ ３４０

（注）業務粗利益率＝（業務粗利益÷資金運用勘定平均残高）×１００

主要な業務の状況
業務粗利益等

（単位：百万円）

項 目
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資 金 運 用 勘 定 ３２，０３５ ４４８ １．４０％ ２８，５０２ ２７１ ０．９５％

国 内 業 務 ３２，０３５ ４４８ １．４０％ ２８，５０２ ２７１ ０．９５％

国 際 業 務 － － － － － －

資 金 調 達 勘 定 ７，６０９ ０ ０．００％ ６，７２２ ０ ０．００％

国 内 業 務 ７，６０９ ０ ０．００％ ６，７２２ ０ ０．００％

国 際 業 務 － － － － － －

資金運用収支・資金粗利鞘 ４４８ １．３９％ ２７０ ０．９４％

国 内 業 務 ４４８ １．３９％ ２７０ ０．９４％

国 際 業 務 － － － －

（注）貸出金の取扱残高はありません。

資金運用・調達勘定の平均残高等

（単位：百万円）

項 目
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息 △２２３ △６９８ △９２２ △１０８ △６９ △１７７

国 内 業 務 △２２３ △６９８ △９２２ △１０８ △６９ △１７７

国 際 業 務 － － － － － －

支 払 利 息 △０ ０ △０ △０ ０ △０

国 内 業 務 △０ ０ △０ △０ ０ △０

国 際 業 務 － － － － － －

（注）１．残高および利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。
２．受取利息および支払利息については、一部について業務別に増減を相殺しているため、国内業務と国際業務の合計額
が合計欄と一致しない場合があります。

受取利息・支払利息の増減
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利益率

（単位：百万円）

科 目 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期
給 料 ・ 手 当 １，７４５ １，７７０
役 員 退 職 慰 労 金 １６ １８
退 職 給 付 費 用 ８２ ８５
福 利 厚 生 費 ２４５ ２５４
減 価 償 却 費 ５１４ ４３６
土 地 建 物 機 械 賃 借 料 ２２５ ２３３
営 繕 費 １ ０
消 耗 品 費 ４８ ４２
給 水 光 熱 費 １０ １１
旅 費 ２８ ５０
通 信 費 ３７ ２７
広 告 宣 伝 費 ２ ２
諸 会 費 ・ 寄 付 金 ・ 交 際 費 ２６ ３５
租 税 公 課 ２３４ ２５９
そ の 他 ８３７ ８６１

合 計 ４，０５５ ４，０８９

営業経費の内訳

（単位：％）

項 目 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期
総 資 産 経 常 利 益 率 ８．５４ ９．９３
資 本 経 常 利 益 率 １１．０２ １２．８１
総 資 産 当 期 純 利 益 率 ６．２４ ７．０７
資 本 当 期 純 利 益 率 ８．０５ ９．１１

（注）１．総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／総資産平均残高×１００
２．資本経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益／純資産勘定平均残高×１００

（単位：百万円）

種 類
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

期末残高 平均残高 期末残高 平均残高
国 債 ４，８９８ ２，６５６ ６，８６７ ６，０３４

国 内 業 務 ４，８９８ ２，６５６ ６，８６７ ６，０３４
国 際 業 務 － － － －

地 方 債 ６，８００ １２，２４０ ２，５９９ ４，５８１
国 内 業 務 ６，８００ １２，２４０ ２，５９９ ４，５８１
国 際 業 務 － － － －

社 債 － ４３９ － －
国 内 業 務 － ４３９ － －
国 際 業 務 － － － －

株 式 １，４２２ １，４２２ １，４２２ １，４２２
国 内 業 務 １，４２２ １，４２２ １，４２２ １，４２２
国 際 業 務 － － － －

そ の 他 の 証 券 ８１ ９５ ８２ ９３
国 内 業 務 ８１ ９５ ８２ ９３
国 際 業 務 － － － －

合 計 １３，２０２ １６，８５５ １０，９７１ １２，１３１
国 内 業 務 １３，２０２ １６，８５５ １０，９７１ １２，１３１
国 際 業 務 － － － －

有価証券の状況
有価証券の種類別残高

The Norinchukin Trust & Banking
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（単位：百万円）

種 類
２０２３年３月期

１年以内
１年超
５年以内

５年超
１０年以内

１０年超
期間の定めの
ないもの

合 計

債 券 ４，２００ ７，４９８ － － － １１，６９８

国 債 － ４，８９８ － － － ４，８９８

地 方 債 ４，２００ ２，５９９ － － － ６，８００

社 債 － － － － － －

株 式 － － － － １，４２２ １，４２２

そ の 他 の 証 券 － － ８１ － － ８１

合 計 ４，２００ ７，４９８ ８１ － １，４２２ １３，２０２

有価証券の種類別・残存期間別残高

（単位：百万円）

種 類
２０２４年３月期

１年以内
１年超
５年以内

５年超
１０年以内

１０年超
期間の定めの
ないもの

合 計

債 券 ２，５９９ ６，８６７ － － － ９，４６７

国 債 － ６，８６７ － － － ６，８６７

地 方 債 ２，５９９ － － － － ２，５９９

株 式 － － － － １，４２２ １，４２２

そ の 他 の 証 券 － － ８２ － － ８２

合 計 ２，５９９ ６，８６７ ８２ － １，４２２ １０，９７１

有価証券の時価等情報

その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

種 類

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

取得原価 貸借対照
表計上額 評価差額 取得原価 貸借対照

表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

債 券 １１，６９５ １１，６９８ ２ ３ ０ ９，４９６ ９，４６７ △２９ ０ ２９

国 債 ４，８９５ ４，８９８ ２ ２ ０ ６，８９６ ６，８６７ △２８ ０ ２８

地 方 債 ６，８００ ６，８００ ０ ０ ０ ２，６００ ２，５９９ △０ － ０

そ の 他 の 証 券 ９４ ８１ △１２ － １２ ９２ ８２ △９ － ９

合 計 １１，７９０ １１，７８０ △１０ ３ １３ ９，５８８ ９，５４９ △３８ ０ ３９

時価評価されていない有価証券の内容および貸借対照表計上額 （単位：百万円）

種 類 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

関 連 法 人 等 株 式
非 上 場 株 式 ２４０ ２４０

そ の 他 有 価 証 券
非 上 場 株 式 １，１８２ １，１８２
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金銭の信託の時価等情報

（単位：百万円）

種 類

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

取得原価 貸借対照
表計上額 評価差額 取得原価 貸借対照

表計上額 評価差額
うち益 うち損 うち益 うち損

その他の金銭の信託 １ １ － － － １ １ － － －

（単位：百万円）

資 産 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期 負 債 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

貸 出 金 ６２６，６８５ ６７０，５８８ 指 定 金 銭 信 託 ５５６ ５７６

有 価 証 券 １９５，１４５ １７０，５０６ 特 定 金 銭 信 託 ２２，３０８ １１６，１１１

信 託 受 益 権 ３，０１８，８０６ ３，３８４，８８３ 年 金 信 託 ３，３４８ ３，７３１

受 託 有 価 証 券 ４，８５０，８４２ ５，２５８，８３８ 投 資 信 託 １，０１２，８５８ ９１４，３９３

金 銭 債 権 ２，６５５，１０６ ３，１８８，１８７ 金銭信託以外の金銭の信託 ３，４８７，３８０ ３，８８０，１２８

有 形 固 定 資 産 ２２，５６２ １３，３２２ 有 価 証 券 の 信 託 ７，２７９，２３５ ８，２９２，０５４

そ の 他 債 権 ３０８ ２４１ 金 銭 債 権 の 信 託 ２，６９０，８９７ ３，２３３，８６５

銀 行 勘 定 貸 ５，６９９ ６，２４２ 土地及びその定着物の信託 ２３，１７１ １３，６８６

現 金 預 け 金 ３，１４４，６００ ３，７６１，７３７

資 産 合 計 １４，５１９，７５７ １６，４５４，５４８ 負 債 合 計 １４，５１９，７５７ １６，４５４，５４８

信託財産残高表注記（２０２４年３月期）

１．記載金額は円未満を切り捨てて表示しております。

２．信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額２，８８５，８３４百万円を含んでおります。

３．元本補�契約のある信託については、取扱残高はありません。

信託業務の状況
信託財産残高表

（単位：百万円）

１年未満
１年以上
２年未満

２年以上
５年未満

５年以上 その他 合計

２０２３ 年 ３ 月 期 ２２，９９６ － － ５５６ － ２３，５５３

２０２４ 年 ３ 月 期 １６，９７４ － ９９，９７３ ５７６ － １１７，５２５

金銭信託の信託期間別の元本残高

◇金銭信託にかかる貸出金、財産形成給付信託、貸付信託の取扱残高はありません。
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自己資本の充実の状況（単体・国内基準）
自己資本比率等の状況

（１）経営の健全性の確保と自己資本の充実

当社では、多様化・高度化するお客様のニーズに的確かつ良質な信託サービスの提供でお応えするため、「経営管理態勢の充実・

高度化」を経営上の重要課題と位置付け、リスク管理態勢の一層の強化に取り組んでおります。こうした取組みにより、２０２４年３

月末における自己資本比率は１９５．４１％となり、国内基準で求められる最低所要自己資本比率４％を大きく上回っております。

当社の資本金は、株主である農林中央金庫の１００％出資により調達（２００億円）しており、自己資本比率の算出は、金融庁告示等

に基づく適正な算出プロセスにより行っております。また、これに基づき、信用リスク、市場リスクおよびオペレーショナル・リス

クに対応した十分な自己資本の維持および適切な管理を行っております。

（２）自己資本の構成
（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期
コア資本に係る基礎項目
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株主資本の額 ２７，５５０ ３０，０９４
うち、資本金及び資本剰余金の額 ２０，０００ ２０，０００
うち、利益剰余金の額 １１，２７１ １０，０９４
うち、自己株式の額（△） － －
うち、社外流出予定額（△） ３，７２１ －
うち、上記以外に該当するものの額 － －

普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る株式引受権及び新株予約権の合計額 － －
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 － －
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 － －
うち、適格引当金コア資本算入額 － －

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、経過措置に
よりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５％に相当する額のうち、経過措置によりコア資
本に係る基礎項目の額に含まれる額 － －

コア資本に係る基礎項目の額 （Ａ） ２７，５５０ ３０，０９４
コア資本に係る調整項目
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 ２，２４９ ２，７４５
うち、のれんに係るものの額 － －
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外のものの額 ２，２４９ ２，７４５

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 － －
適格引当金不足額 － －
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 － －
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 － －
前払年金費用の額 － －
自己保有普通株式等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 － －
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 － －
少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 － －
特定項目に係る１０％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

特定項目に係る１５％基準超過額 － －
うち、その他金融機関等の対象普通株式等に該当するものに関連するものの額 － －
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 － －
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 － －

コア資本に係る調整項目の額 （Ｂ） ２，２４９ ２，７４５
自己資本
自己資本の額（（Ａ）－（Ｂ）） （Ｃ） ２５，３０１ ２７，３４８

リスク・アセット等
信用リスク・アセットの額の合計額 ６，６６８ ６，７１６
資産（オン・バランス）項目 ６，６６８ ６，７１６
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 － －
うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置（自己
資本比率改正告示附則第１２条第２項）を用いて算出したリスク・アセットの額から経過
措置を用いずに算出したリスク・アセットの額を控除した額

－ －

うち、上記以外に該当するものの額 － －
オフ・バランス取引等項目 － －
CVAリスク相当額を８％で除して得た額 － －
中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額 － －

マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額 － －
勘定間の振替 － －
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額 ６，７６４ ７，２７８
資本フロア調整額 － －
リスク・アセット等の額の合計額 （Ｄ） １３，４３３ １３，９９５

自己資本比率
自己資本比率（（Ｃ）／（Ｄ）） １８８．３３％ １９５．４１％
コア資本に係る基礎項目比率（国内基準）＝（Ａ）／（Ｄ）×１００ ２０５．０８％ ２１５．０３％
単体総所要自己資本額＝（Ｄ）×４％ ５３７ ５５９
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（注）１．「銀行法第１４条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどう
かを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第１９号。以下「自己資本比率告示」という。）」に基づき算出してお
ります。

２．２０２３年３月末より、信用リスク・アセット額の算出にあたっては、標準的手法を採用し、バーゼルⅢの最終化を適用
しております。また、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては、標準的計測手法を採用しております。

３．マーケット・リスク相当額不算入の特例を適用しております。

（３）自己資本の充実度

所要自己資本の額

（単位：円）

項 目

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

エクスポー
ジャーの
期末残高

リスク・
アセット

所要自己
資本額

エクスポー
ジャーの
期末残高

リスク・
アセット

所要自己
資本額

信 用 リ ス ク （ 標 準 的 手 法 ） ３６，６７１ ６，４４０ ２５７ ３５，６２７ ６，４９４ ２５９

現 金 － － － － － －

我が国の中央政府及び中央銀行向け ２１，０１１ － － ２４，２３１ － －

外国の中央政府及び中央銀行向け － － － － － －

国 際 決 済 銀 行 等 向 け － － － － － －

我 が 国 の 地 方 公 共 団 体 向 け ６，８００ － － ２，６００ － －

外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － － － －

国 際 開 発 銀 行 向 け － － － － － －

地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 向 け － － － － － －

我 が 国 の 政 府 関 係 機 関 向 け － － － － － －

地 方 三 公 社 向 け － － － － － －

金融機関、第一種金融商品取引業者
及び保険会社向け

６，３０３ １，２７７ ５１ ６，２３４ １，３１５ ５２

カ バ ー ド ・ ボ ン ド 向 け － － － － － －

法人等向け（特定貸付債権向けを含む。） ４８８ ４８８ １９ ５２５ ５２５ ２１

中堅中小企業等向け及び個人向け － － － － － －

不 動 産 関 連 向 け － － － － － －

劣後債権及びその他資本性証券等 － － － － － －

延滞等向け（自己居住用不動産等向
けを除く。）

－ － － － － －

自己居住用不動産等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

－ － － － － －

取 立 未 済 手 形 － － － － － －

信用保証協会等による保証付 － － － － － －

株式会社地域経済活性化支援機構等
による保証付

－ － － － － －

株 式 等 １，４２２ ３，５５５ １４２ １，４２２ ３，５５５ １４２

証券化（オリジネーターの場合） － － － － － －

証券化（オリジネーター以外の場合） － － － － － －

上 記 以 外 ６４４ １，１１８ ４４ ６１３ １，０９８ ４３

リスク・ウェイトのみなし計算が適用さ
れるエクスポージャーに係る信用リスク

９４ ２２８ ９ ９２ ２２１ ８

ル ッ ク ・ ス ル ー 方 式 ９４ ２２８ ９ ９２ ２２１ ８

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク ６，７６４ ２７０ ７，２７８ ２９１

合 計 ３６，７６５ １３，４３３ ５３７ ３５，７１９ １３，９９５ ５５９

（注）１．所要自己資本額＝リスク・アセットの額×４％
２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）、オフバランス取引および派生商品取引の与
信相当額です。

３．「証券化エクスポージャー」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある２以上のエクスポージャー
に階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。

４．「上記以外」には、固定資産等が含まれます。
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信用リスクに関する事項

（１）リスク管理の方針および手続の概要

当社は貸出業務を行っておらず、国債、地方債を中心とした資本金運用のほか、日本銀行への預け金等金融機関取引が主たるもの

となっております。金融機関取引については、「バンクシーリング管理要領」に基づき、バンクシーリングおよび個別与信額の設定

により与信管理を実施しており、与信枠を年１回見直すほか、格付変更に応じた見直しを随時実施しております。バンクシーリング

等の設定は、リスク管理会議の審議を経てリスク統括部担当役員が決定しています。このほか、「自己査定実施要領」に基づき年４

回の自己査定を実施しております。

（２）標準的手法に関する事項

当社では自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセットの額は、金融庁告示に基づき「規制資本管理要綱」に定める標準的手法

により算出しております。各エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定にあたり使用する格付機関として、以下の適格格付機関を

使用することとしております。

・株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ⅰ）

・株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）

・Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング（Ｓ＆Ｐ）

（３）信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高およびエクスポージャーの主な種類別の内訳

ａ 地域別

（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

債券 現金預け金 その他 合計 債券 現金預け金 その他 合計

国 内 １１，６９５ ２０，１８２ ４，７１８ ３６，５９７ ９，４９６ ２０，９５５ ５，０８１ ３５，５３２

国 外 － － ７３ ７３ － － ９４ ９４

合 計 １１，６９５ ２０，１８２ ４，７９２ ３６，６７１ ９，４９６ ２０，９５５ ５，１７６ ３５，６２７

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセット
のみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

２．期末残高は当期のリスク・ポジションから大幅に乖離はしておりません。

ｂ 業種別

（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

債券
現金
預け金

その他 合計 債券
現金
預け金

その他 合計

法
人

製
造
業

食料、パルプ・紙、化学 － － － － － － － －

そ の 他 製 造 業 － － ９ ９ － － ９ ９

小 計 － － ９ ９ － － ９ ９

非
製
造
業

農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 － － － － － － － －

建 設 業 － － － － － － － －

電気・ガス・熱供給・水道業 － － １６ １６ － － １７ １７

情 報 通 信 業 ・ 運 輸 業 － － ７６ ７６ － － ６８ ６８

卸 売 ・ 小 売 業 － － － － － － － －

各種サービス業、物品賃貸業 － － １５ １５ － － ３２ ３２

金 融 ・ 保 険 業 － ４，１０７ ３，６４７ ７，７５５ － ３，６６６ ４，０２５ ７，６９１

そ の 他 非 製 造 業 等 １１，６９５ １６，０７５ １，０２７ ２８，７９９ ９，４９６ １７，２８８ １，０２２ ２７，８０７

小 計 １１，６９５ ２０，１８２ ４，７８３ ３６，６６１ ９，４９６ ２０，９５５ ５，１６６ ３５，６１８

個 人 － － － － － － － －

合 計 １１，６９５ ２０，１８２ ４，７９２ ３６，６７１ ９，４９６ ２０，９５５ ５，１７６ ３５，６２７

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセット
のみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

２．その他非製造業等には、中央政府、地方公共団体等を含みます。
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（４）３ヶ月以上延滞エクスポージャーまたはデフォルトしたエクスポージャーの期末残高
該当事項はありません。

（５）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金および特定海外債権引当勘定の期末残高および期中の増減額
該当事項はありません。

（６）業種別の貸出金償却の額
該当事項はありません。

（７）リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャー

ｃ 残存期間別
（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期
債券 現金預け金 その他 合計 債券 現金預け金 その他 合計

１ 年 以 内 ４，２００ ２０，１８２ ２，４９２ ２６，８７５ ２，６００ ２０，９５５ ２，９１１ ２６，４６６
１ 年 超 ３ 年 以 内 ２，６００ － － ２，６００ － － － －
３ 年 超 ５ 年 以 内 ４，８９５ － － ４，８９５ ６，８９６ － － ６，８９６
５ 年 超 ７ 年 以 内 － － － － － － － －
７ 年 超 １０ 年 以 内 － － － － － － － －
１０ 年 超 － － － － － － － －
期 限 の 定 め の な い も の － － ２，２９９ ２，２９９ － － ２，２６４ ２，２６４

合 計 １１，６９５ ２０，１８２ ４，７９２ ３６，６７１ ９，４９６ ２０，９５５ ５，１７６ ３５，６２７

（注）信用リスクに関するエクスポージャーの残高は、リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみ
なし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーに該当するものを除きます。

（単位：百万円）

リスク・ウェイト区分（％）
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

うち外部格付を
参照するもの

うち外部格付を
参照するもの

０％ ２７，８１１ － ２６，８３１ －
１０％ － － － －
２０％ ６，１８３ ６，１８３ ５，５８７ ５，５８７
３０％ ７１ ７１ ６１３ ６１３
３５％ － － － －
４０％ ４８ － ３４ －
５０％ － － － －
７５％ － － － －
１００％ ８１７ － ８１５ －
１５０％ － － － －
２００％ － － － －
２５０％ １，７３８ － １，７４５ －
１２５０％（注） － － － －
上記以外 － － － －

合 計 ３６，６７１ ６，２５５ ３５，６２７ ６，２００

（注）リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化
エクスポージャーに該当するものを除きます。

信用リスク削減手法に関する事項

現在、当社において該当する取引はありません。

派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

現在、当社において該当する取引はありません。

証券化エクスポージャーに関する事項

現在、当社において該当する取引はありません。
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オペレーショナル・リスクに関する事項

（１）リスク管理の方針および手続の概要

当社では、業務を遂行する際に発生するリスクのうち、市場リスク、信用リスク、流動性リスク以外の受動的に発生するリスクを

「オペレーショナル・リスク」と定義し、「オペレーショナル・リスク管理要綱」を定めて管理しております。

オペレーショナル・リスクのうち、事務リスク、法務リスク、システムリスク、人的リスクおよび有形資産リスクの５つのリスク

種類については、個別の管理に加えて、顕在化したリスクを捕捉し対応策を講じるための損失情報の収集・分析を行うとともに、潜

在的なリスクおよびコントロール（統制）の状況に関して統一的な管理手法であるRCSA（Risk & Control Self-Assessment）によ

り把握・分析し、リスクの管理・削減を図ることにより総合的なオペレーショナル・リスク管理および改善を行っております。この

ほか、事務リスクに関しては、「事務リスク管理要領」に基づく事務手続の整備ならびに自主点検等の日常的な取組みの実施、法務

リスクに関しては、「コンプライアンス・マニュアル」の制定および役職員への周知、外部専門家（弁護士、税理士等）の有効活用、

法令等遵守にかかる継続的な研修会の開催等により、各リスクの管理・削減に努めております。また、これら以外のリスク（情報漏

洩等リスク、業務継続リスク等）についても、各管理要領に基づき、管理を行っております。

これらのリスク管理および改善の実施状況等については、内部管理等にかかる具体的な実践課題を盛り込み年度当初に策定される

リスク管理計画により定期的にレビューされ、経営層で構成されるリスク管理会議を経て、取締役会に報告されます。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法

当社では、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたり、標準的計測手法を採用しております。

標準的計測手法とは、金融庁告示第３０４条に基づき、BIC（事業規模要素）の額に ILM（内部損失乗数）を乗じて得た額をもって

オペレーショナル・リスク相当額とするものです。

BICの額は、金融庁告示第３０５条に基づき、ILDC（預金業務等の規模部分）、SC（役務取引等の規模部分）、FC（金利商品取引の

規模部分）の合計額で示されるBI（事業規模指標）に、BI の額に応じて定められた掛目を乗じて算出しております。

ILMの値は、金融庁告示第３０６条第１項第２号イ、第１項１号の算式により、直近１０年間のオペレーショナル・リスク損失を用

いて算出しております。

オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たっては、BI の算出から除外した事業部門、ILMの算出から除外した特殊損失はご

ざいません。

（単位：百万円、件）

OR１：オペレーショナル・リスク損失の推移

項番

イ ロ ハ ニ ホ へ ト チ リ ヌ ル

２０２３年度 ２０２２年度 ２０２１年度 ２０２０年度 ２０１９年度 ２０１８年度 ２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度 直近十年
間の平均

２百万円を超える損失を集計したもの

１ ネットの損失の合計額
（特殊損失控除前） － － ２５ ２１ － － ６ － － － ５

２ 損失の件数 － － １ ２ － － １ － － － ０

３ 特殊損失の総額 － － － － － － － － － － －

４ 特殊損失の件数 － － － － － － － － － － －

５ ネットの損失の合計額
（特殊損失控除後） － － ２５ ２１ － － ６ － － － ５

１０百万円を超える損失を集計したもの

６ ネットの損失の合計額
（特殊損失控除前） － － ２５ １８ － － － － － － ４

７ 損失の件数 － － １ １ － － － － － － ０

８ 特殊損失の総額 － － － － － － － － － － －

９ 特殊損失の件数 － － － － － － － － － － －

１０ ネットの損失の合計額
（特殊損失控除後） － － ２５ １８ － － － － － － ４

オペレーショナル・リスク相当額の計測に関する事項

１１ ILMの算出への内部損
失データ利用の有無 無 無 有 有 無 無 有 無 無 無

１２

項番１１で内部損失デー
タを利用していない場
合、内部損失データの
承認基準充足の有無

－ － － － － － － － － －

（注）項番１１において、「無」と記載している年度は２百万円超の損失データが発生してないことを示します。
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（単位：百万円）

OR２：BI の構成要素

項番
イ ロ ハ

２０２３年度 ２０２２年度 ２０２１年度

１ ILDC ６９６

２ 資金運用収益 １９ １５ １５

３ 資金調達費用 ０ ０ ０

４ 金利収益資産 ９，４６７ １１，６９８ １７，２９９

５ 受取配当金 ２５１ ４３２ １，３５５

６ SC ７，１３４

７ 役務取引等収益 ７，８３２ ７，２７５ ６，２９６

８ 役務取引等費用 ４３７ ３６０ ３１４

９ その他業務収益 ０ － －

１０ その他業務費用 ０ ０ －

１１ FC ０

１２
特定取引勘定のネット損益
（特定取引等のネット損益）

－ － －

１３
特定取引勘定以外のネット損益
（特定取引等以外の勘定のネット損益）

０ ０ ０

１４ BI ７，８３１

１５ BIC ９３９

１６
除外特例の対象となる連結子法人等又は事
業部門を含むBI

７，８３１

１７ 除外特例によって除外したBI －

（単位：百万円）

OR３：オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本額の概要

２０２３年度

項番

１ BIC ９３９

２ ILM ０．６１

３ オペレーショナル・リスク相当額 ５８２

４ オペレーショナル・リスク・アセットの額 ７，２７８

銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関する事項

（１）リスク管理の方針および手続の概要

出資等または株式等エクスポージャーのリスク管理については、「自己査定実施要領」等に基づき管理を行っております。また、こ

れらエクスポージャーのリスク・ウェイト判定は、「信用リスク・アセット算定要領」に基づき行っております。なお、当社は時価

のある株式等は保有しておりません。時価を把握することが極めて困難と認められる株式等の会計上の評価については、移動平均法

による原価法により行っています。

（２）貸借対照表計上額等

（単位：百万円）

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

貸借対照表計上額 時 価 貸借対照表計上額 時 価

上場株式等エクスポージャー － － － －

上記以外の株式等エクスポージャー １，４２２ １，４２２
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金利リスクに関する事項

（１）リスク管理の方針および手続の概要

「金利リスク」とは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（債券等）が、金利の変動により価値

が変動し損失を被るリスク等を指します。

当社の銀行勘定における資金運用は、現状、国債・地方債中心のポートフォリオ構成となっております。資金運用の基本的な方針

等については、フロント部門の発議により経営層で構成する経営会議で協議され、運用状況についてはミドル部門が、市場リスク管

理要綱に基づきモニタリングを行っています。モニタリング結果については、四半期ごとに経営層で構成するリスク管理会議に報告

されます。

（２）金利リスクの算定手法の概要

金利リスクの算出および管理については、国債等債券を対象に、市場金利が上下方向に１００bp（１％）変動した時に受ける金利リ

スク量の計測およびヒストリカル・シミュレーション法（保有期間２４０日、信頼区間９９．５％、観測期間７５０営業日）に基づくVaR

の計測により実施しております。

みなし計算を適用するエクスポージャーに関する事項

（１）リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額

（単位：百万円）

項 目
２０２３年３月期 ２０２４年３月期

エクスポージャーの額 エクスポージャーの額

ル ッ ク ・ ス ル ー 方 式 ９４ ９２

マ ン デ ー ト 方 式 － －

蓋 然 性 方 式 － －

フ ォ ー ル バ ッ ク 方 式 － －

計 ９４ ９２

IRRBB１：金利リスク （単位：百万円）

項番
⊿EVE ⊿ NII

２０２３年３月期 ２０２４年３月期 ２０２３年３月期 ２０２４年３月期

１ 上 方 パ ラ レ ル シ フ ト ３１０ ２８３ ０ ０

２ 下 方 パ ラ レ ル シ フ ト ０ ０ ２１ １９

３ ス テ ィ ー プ 化 ４９ ４９

４ フ ラ ッ ト 化

５ 短 期 金 利 上 昇

６ 短 期 金 利 低 下

７ 最 大 値 ３１０ ２８３ ２１ １９

２０２３年３月期 ２０２４年３月期

８ 自 己 資 本 の 額 ２５，３０１ ２７，３４８

（３）出資等または株式等エクスポージャーの売却および償却にかかる損益の額

該当事項はありません。

（４）貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

該当事項はありません。

（５）貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

該当事項はありません。
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報酬等に関する開示事項

１．当社の対象役職員の報酬等に関する組織体制の整備状況に関する事項

（１）「対象役職員」の範囲

開示の対象となる報酬告示に規定されている「対象役員」および「対象従業員等」（合わせて「対象役職員」）の範囲については、

以下のとおりであります。

①「対象役員」の範囲

対象役員は、当社の取締役および監査役であります。なお、社外取締役および社外監査役を除いております。

②「対象従業員等」の範囲

当社では、対象役員以外の当社の役員および従業員のうち、「高額の報酬を受ける者」で当社の業務の運営または財産の状況に

重要な影響を与える者等を「対象従業員等」として、開示の対象としております。

（ア）「高額の報酬等を受ける者」の範囲

「高額の報酬等を受ける者」とは、「４．当社の対象役職員の報酬等の種類、支払総額および支払方法に関する事項」記載の

対象役員の「報酬等の総額」を同記載の「人数」により除すことで算出される「対象役員の平均報酬額」以上の報酬等を受ける

者を指します。また、退職一時金につきましては、報酬等の金額から退職一時金の全額を一旦控除したものに「退職一時金を在

職年数で除した金額」で足し戻した金額をもって、その者の報酬等の金額とみなし、「高額の報酬等を受ける者」の判断を行っ

ております。

（イ）「当社の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与える者」の範囲

「当社の業務の運営または財産の状況に重要な影響を与える者」とは、その者が通常行う取引や管理する事項が、当社の業務

の運営に相当程度の影響を与え、または取引等に損失が発生することにより財産の状況に重要な影響を与える者であり、資金運

用部門、同統制部門に携わる者を対象として判断しております。

（２）対象役員の報酬等の決定について

当社では、株主総会において役員報酬の総額（上限額）を決定しております。株主総会で決議された取締役の報酬の個人別の配

分については、取締役会に一任されております。また、監査役の報酬の個人別の配分については、監査役の協議に一任されており

ます。

（３）報酬委員会等の構成員に対して払われた報酬等の総額および報酬委員会等の会議の開催回数

開催回数
（２０２３年４月～２０２４年３月）

取締役会 １回

（注）報酬等の総額については、報酬委員会等の職務執行にかかる対価に相当する部分のみを切り離して算出することがで
きないため、報酬等の総額は記載しておりません。

２．当社の対象役職員の報酬等の体系の設計および運用の適切性の評価に関する事項

（１）報酬等に関する方針について

①「対象役員」の報酬等に関する方針

役員の報酬等は、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、取締役会にて決定しております。なお、監査役の報

酬については、株主総会において決議された役員報酬限度額の範囲内で、社外監査役を含む監査役の協議により決定しております。

②「対象従業員」の報酬等に関する方針

従業員の給与、賞与および退職金につきましては、当社における「給与規程」および「退職給与金規程」に基づき支払っており

ます。

なお、これらの規程は、当社の全職員を対象に適用されるものであり、主として算定方法および支払時期について規定しており

ます。

３．当社の対象役職員の報酬等の体系とリスク管理の整合性ならびに報酬等と業績の連動に関する事項

対象役員等の報酬等の決定に当たっては、株主総会で役員全体の報酬総額が決議され、決定される仕組みになっております。

リスク管理に悪影響を及ぼしたり、業績に過度に連動する報酬体系にはなっておりません。
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関連法人等の状況

名 称
主たる営業所または

事務所の所在地・電話
事業の内容 設立年月日

資本金（百万円）

議決権の所有割合（％）

農林中金バリューインベ

ストメンツ（株）

〒１００―００１１

東京都千代田区内幸町二丁目

２番３号

０３―３５８０―２０５０

投資運用

投資助言
２０１４年１０月２日

４４４

２７．７５

＜事業の概況＞

農林中金バリューインベストメンツ株式会社は、２００７年に農林中央金庫（株式投資部）において開始され、２００９年に農中信託

銀行株式会社（企業投資部）に移管された長期厳選投資プロジェクトに端を発し、効率的資本配分による企業価値創造への寄与お

よび市場変動に左右されない長期安定的リターン獲得による投資家・社会に対する持続的価値の提供を目的として、２０１４年に農

中信託銀行株式会社から分離・独立して設立されました。設立以来、コアコンピタンス（競争優位性）である企業価値評価の知見

を活かし、産業構造特性、競争優位性により持続的に企業価値を増大させることができる「構造的に強靭な企業〇R 」の本源的価値

への「長期厳選投資」を行うことで、顧客資産の着実な増大に寄与するとともに農林中央金庫グループの一員として高度で良質な

サービスを提供してまいりました。

２０２３年度の金融経済環境について、米国の底堅い個人消費や良好な雇用環境を背景にインフレ高進に対する懸念が根強い中で、

世界の株式市場はFRBの金融政策動向に大きく左右される値動きとなりました。

米国株は、生成AI への成長期待が高まる中で、情報技術関連セクターが市場を牽引しました。日本株は、円安基調が全体とし

て製造業などの輸出関連セクターの追い風となったほか、PBR（株価純資産倍率）１倍割れ企業を念頭に置いた東証による資本コ

ストや株価を意識した経営の実現に向けた要請を受けて、ガバナンス改善を期待されたバリュエーション低位株が好調に推移しま

した。以上より、日米ともに株式市場は２０２３年度を通じて堅調に推移したものの、メガテック企業やテーマ性のある銘柄が選好

される傾向を強める一方で、必ずしも業績ファンダメンタルズや事業のクオリティを反映した値動きとならなかった側面があると

認識しています。当社において、当年度は、個別プル型商品の事業拡大、顧客訴求強化のための組織戦略と事業展開、機関投資家

向け販売戦略の強化を柱とする「中期経営計画（２０１９年度～２０２３年度）」の５期目にあたり、個人投資家向けには証券会社、大手

メディアプラットフォームおよび各種協会等と連携し、長期投資ファンドとしてのおおぶねファンドシリーズのプル型化を目指し

たブランディング施策（書籍出版やコンテンツ制作、メディア登壇、デジタルマーケティング施策、投資教育取組み等）を引き続

き推進しました。機関投資家向けには、長期厳選投資の意義、パフォーマンスの持続性について引き続き訴求するほか、バリュー

投資の理論と実践を学ぶ研修（NVIC Value Investing Academy）の開催などを通じて、長期厳選投資のための人材育成面での取

り組みも推進しました。

また、おおぶねファンドシリーズのブランディング施策と並行して、企業型確定拠出年金（企業型DC）の普及に向けた活動を

実施しました。前年度にリリースしました「オーナーズクラス」は、従来型の企業型DCプランにおける問題解決を図りながら、

選びぬかれた運用商品のみで将来の資産形成を支援し、従業員の投資教育も充実させた全く新しいタイプの企業型DCプランです。

当社は、当プランの代表事業主として運営管理機関や協働パートナーと連携して施策を推進した結果、これまでに約７０の団体・

企業に加入の機関決定をいただきました。

上記を踏まえ、当年度の業容・業績について、投資運用・助言残高（時価ベース）は、リテール分野の口座数拡大や口座当たり

残高の積み上げが進んだことや、各国の相場が堅調に推移したことを受けて、前期比３２，０６０百万円増の３５６，００３百万円となりま

した。また、営業収益は、機関投資家のアロケーション要因に基づく投資一任契約の解約を受けて運用受託報酬が前期比３２６百万

円減の３１８百万円となった一方、運用・助言残高増加の影響から、委託者報酬が前期比４８５百万円増の８７９百万円、投資助言報酬

が前期比７２百万円増の１，２６１百万円となり、この結果、経常利益が前期比１０７百万円増益の１，２９２百万円となりました。最終的

には投資運用・助言残高および利益水準ともに前年度を上回っての着地となりました。

４．当社の対象役職員の報酬等の種類、支払総額および支払方法に関する事項

対象役職員の報酬等の総額（自 ２０２３年４月１日 至 ２０２４年３月３１日）

区 分 人数
報酬等の総額
（百万円） 基本報酬・給与 賞 与 退職慰労金

対象役員
（除く社外取締役・社外監査役）

５ ８６ ７８ ０ ７

対象従業員等 ２ ３７ ２２ １４ －

３２



開示に関する項目（銀行法施行規則第十九条の二）
一 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項

イ 経営の組織 …………………………………………………………………４

ロ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項

（１） 氏名 ………………………………………………………………… 表紙裏

（２） 各株主の持株数 …………………………………………………… 表紙裏

（３） 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 …………… 表紙裏

ハ 取締役及び監査役の氏名及び役職名 ……………………………………３

ニ 会計参与の氏名又は名称 ………………………………………………… －

ホ 会計監査人の名称 ………………………………………………………… 表紙裏

ヘ 営業所の名称及び所在地 ………………………………………………… 表紙裏

ト 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関する次に掲げる事項 … －

チ 外国における法第二条第十四項各号に掲げる行為の受託者に関す

る次に掲げる ……………………………………………………………… －

二 銀行の主要な業務の内容（信託業務の内容を含む） ………………………６～７

三 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの

イ 直近の事業年度における事業の概況 ……………………………………１２

ロ 直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標

（１） 経常収益 ……………………………………………………………１３

（２） 経常利益又は経常損失 ……………………………………………１３

（３） 当期純利益若しくは当期純損失 …………………………………１３

（４） 資本金及び発行済株式の総数 ……………………………………１３

（５） 純資産額 ……………………………………………………………１３

（６） 総資産額 ……………………………………………………………１３

（７） 預金残高 ……………………………………………………………１３

（８） 貸出金残高 …………………………………………………………１３

（９） 有価証券残高 ………………………………………………………１３

（１０） 単体自己資本比率 …………………………………………………１３

（１１） 配当性向 ……………………………………………………………１３

（１２） 従業員数 ……………………………………………………………１３

（１３） 信託報酬 ……………………………………………………………１３

（１４） 信託勘定貸出金残高 ………………………………………………１３

（１５） 信託勘定有価証券残高（（１８）に掲げる事項を除く。） ………１３

（１６） 信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段残高 …１３

（１７） 信託勘定暗号資産残高及び履行保証暗号資産残高 ……………１３

（１８） 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高 ………………１３

（１９） 信託財産額 …………………………………………………………１３

ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標

主要な業務の状況を示す指標

（１） 業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、コ

ア業務純益及びコア業務純益（投資信託解約損益を除く。）…２０

（２） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用収

支、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支 ……２０

（３） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの資金運用勘

定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、利回り及び資金

利ざや ………………………………………………………………２０

（４） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの受取利息及

び支払利息の増減 …………………………………………………２０

（５） 総資産経常利益率及び資本経常利益率 …………………………２１

（６） 総資産当期純利益率及び資本当期純利益率 ……………………２１

預金に関する指標

（１） 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの流動性預金、

定期性預金、譲渡性預金その他の預金の平均残高 …………… 該当なし

（２） 固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ご

との定期預金の残存期間別の残高 ……………………………… 該当なし

貸出金等に関する指標

（１） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの手形貸付、

証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 ………………… 該当なし

（２） 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残存期間別の

残高 ………………………………………………………………… 該当なし

（３） 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び

信用の区分をいう。）の貸出金残高及び支払承諾見返額……… 該当なし

（４） 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の貸出金

残高 ………………………………………………………………… 該当なし

（５） 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 ………… 該当なし

（６） 中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金の総額に占める

割合 ………………………………………………………………… 該当なし

（７） 特定海外債権残高の五パーセント以上を占める国別の残高 … 該当なし

（８） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預貸率の期

末値及び期中平均値 ……………………………………………… 該当なし

有価証券に関する指標

（１） 商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品政府

保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。）の平均

残高（銀行が特定取引勘定を設けている場合を除く。）……… 該当なし

（２） 有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、社債、株式、

外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。）の残

存期間別の残高 ……………………………………………………２２

（３） 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごとの有価証券の種

類別（国債、地方債、短期社債、社債、株式、外国債券及

び外国株式その他の証券の区分をいう。）の平均残高…………２１

（４） 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ごとの預証率の期

末値及び期中平均値 ……………………………………………… 該当なし

信託業務に関する指標

（１） 信託財産残高表（注記事項を含む。）……………………………２３

（２） 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託（以

下「金銭信託等」という。）の受託残高…………………………２３

（３） 元本補�契約のある信託（信託財産の運用のため再信託さ
れた信託を含む。）の種類別の受託残高………………………… 該当なし

（４） 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高 ………………２３

（５） 金銭信託等の種類別の貸出金、有価証券及び暗号資産の区

分ごとの運用残高 ………………………………………………… 該当なし

（６） 金銭信託等に係る貸出金の科目別（証書貸付、手形貸付及

び割引手形の区分をいう。）の残高……………………………… 該当なし

（７） 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残高 ………………… 該当なし

（８） 担保の種類別（有価証券、債権、商品、不動産、保証及び

信用の区分をいう。）の金銭信託等に係る貸出金残高………… 該当なし

（９） 使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の金銭信

託等に係る貸出金残高 …………………………………………… 該当なし

（１０） 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出金の総額に

占める割合 ………………………………………………………… 該当なし

（１１） 中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出金残高及び貸出

金の総額に占める割合 …………………………………………… 該当なし

（１２） 金銭信託等に係る有価証券の種類別（国債、地方債、短期

社債、社債及び株式その他の証券の区分をいう。）の残高…… 該当なし

（１３） 暗号資産の種類別の残高 ………………………………………… 該当なし

四 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項

イ リスク管理の体制 …………………………………………………………８～９

ロ 法令遵守の体制 ……………………………………………………………９

ハ 中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況 ……１０

ニ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

（１） 指定銀行業務紛争解決機関が存在する場合 当該銀行が法

第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締

結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である

指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称 ……………………１１

（２） 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の

法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛

争解決措置の内容 …………………………………………………１１

五 銀行の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項

イ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書 …………………１４～１６

ロ 銀行の有する債権のうち次に掲げるものの額及び（１）から（４）

までに掲げるものの合計額

（１） 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ………………………… 該当なし

（２） 危険債権 …………………………………………………………… 該当なし

（３） 三月以上延滞債権 ………………………………………………… 該当なし

（４） 貸出条件緩和債権 ………………………………………………… 該当なし

（５） 正常債権 …………………………………………………………… 該当なし

索引（法定開示項目一覧）
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ハ 元本補�契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信
託を含む。）に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる

債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該

当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当する

ものの額 …………………………………………………………………… 該当なし

ニ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 ………２４～３０

ホ 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項 ………… 該当なし

ヘ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益

（１） 有価証券 ……………………………………………………………２２

（２） 金銭の信託 …………………………………………………………２３

（３） 第十三条の三第一項第五号イからホまでに掲げる取引 ……… 該当なし

（４） 電子決済手段 ……………………………………………………… 該当なし

（５） 暗号資産 …………………………………………………………… 該当なし

ト 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ……………………………… 該当なし

チ 貸出金償却の額 …………………………………………………………… 該当なし

リ 法第二十条第一項の規定により作成した書面について会社法第三

百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合には

その旨 ………………………………………………………………………１９

ヌ 銀行が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書につい

て金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又

は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 ………………… 該当なし

ル 単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率の算定に関する外部監

査を受けている場合にはその旨 ………………………………………… 該当なし

六 報酬等に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重

要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの ………………３１～３２

七 事業年度の末日において、当該銀行が将来にわたって事業活動を継続

するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当

該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象（以下「重要事象等」とい

う。）が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等に

ついての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善

するための対応策の具体的内容 ……………………………………………… 該当なし

資産の査定に関する事項
（金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則）

対象となる債権その他の資産はありません。

開示に関する項目（銀行法施行規則第十九条の三）
一 銀行及びその子会社等の概況

イ 銀行の概況及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 …６～７、３２

ロ 銀行の子会社等に関する次に掲げる事項

（１） 名称 …………………………………………………………………３２

（２） 主たる営業所又は事務所の所在地 ………………………………３２

（３） 資本金又は出資金 …………………………………………………３２

（４） 事業の内容 …………………………………………………………３２

（５） 設立年月日 …………………………………………………………３２

（６） 銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の

議決権に占める割合 ………………………………………………３２

（７） 銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子

会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 … 該当なし

二 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項

イ 直近の事業年度における事業の概況 ……………………………………６～７、３２

ロ 直近の五連結会計年度における財産の状況に関する事項 …………… 該当なし

三 銀行及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に

関する事項 ……………………………………………………………………… 該当なし

四 報酬等に関する事項であって、銀行及びその子会社等の業務の運営又

は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定め

るもの ……………………………………………………………………………３１～３２

五 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及

びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該

重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 ………… 該当なし

単体自己資本比率を算出する銀行における事業年度の開示事項（銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニに基づく平成二十六年金融庁告示第七号第十条第三項および第四項）

１ 自己資本比率の構成に関する事項

２ 定性的な開示事項

一 自己資本調達手段の概要 ………………………………………………………２４

二 銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要 …………………………２４

三 信用リスクに関する事項 ………………………………………………………２６

四 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要 …………２７

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリス

ク管理の方針及び手続の概要 …………………………………………………２７

六 証券化エクスポージャーに関する事項 ………………………………………２７

七 マーケット・リスクに関する事項 …………………………………………… 該当なし

八 オペレーショナル・リスクに関する事項 ……………………………………２８～２９

九 銀行勘定における出資等または株式等エクスポージャーに関するリス

ク管理の方針及び手続の概要 …………………………………………………２９～３０

十 銀行勘定における金利リスクに関する事項 …………………………………３０

３ 定量的な開示事項

一 自己資本の充実度に関する事項 ………………………………………………２５

二 信用リスク（リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセッ

トのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポー

ジャーを除く。）に関する事項…………………………………………………２６～２７

三 信用リスク削減手法に関する事項 ……………………………………………２７

四 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項 …２７

五 証券化エクスポージャーに関する事項 ………………………………………２７

六 マーケット・リスクに関する事項 …………………………………………… 該当なし

七 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 ……２９～３０

八 リスク・ウェイトのみなし計算または信用リスク・アセットのみなし

計算が適用されるエクスポージャーの額 ……………………………………３０

九 金利リスクに関する事項 ………………………………………………………３０

索引（法定開示項目一覧）

索引（自己資本の充実の状況に関する法定開示項目一覧）

３４
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